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全国に広がり始めた公契約条例

　２009年に、全国で初めて千葉県野
の

田
だ

市で制定さ

れた公契約条例は、14年 7 月現在で、東京都多
た

摩
ま

市、国
こく

分
ぶん

寺
じ

市、足立区、千代田区、渋谷区（公共

工事のみ）、神奈川県川崎市、相模原市、厚
あつ

木
ぎ

市、

福岡県直
のお

方
がた

市、兵庫県三
み

木
き

市の11自治体に広がっ

ている（図表 ₁）。また、賃金の下限設定のない

「基本条例」は、東京都江戸川区、台東区、秋田

市、山形県、前橋市、長野県、奈良県、高知市の

8自治体で制定された。条例ではないが、要綱に

基づく「指針」として、労働法遵守や賃金下限設

定を独自に行っている自治体も、東京都新宿区、

佐賀県佐賀市、埼玉県富
ふ

士
じ

見
み

市の 3 自治体に広

がっている。公契約法・公契約条例の制定に関し

て国への意見書が採択された自治体も２4県議会、

755市町村議会に上っている。公契約の適正化を

求める問題意識は、公務・公共サービスに従事す

る労働者の実態悪化の拡大に比例して急速に広が

りを見せている。

　当初は「首都圏の動きだろう」と達観していた

西日本でも、直方市と三木市で制定されたことを

受けて、「対岸の火事」と見ていた自治体でも公

契約条例制定に対する意識に変化が出て、公契約

に問題があるという立場で公契約条例の検討や調

査に着手する自治体が増えてきた。

　一方で、条例制定を進めていながら、結果的に

賃金下限設定がなく実効性に乏しい「基本条例」

「理念条例」にトーンダウンした自治体もある。

　また、札幌市、埼玉県川
かわ

越
ごえ

市などでは、条例案

が議会に提出されたが、地域レベルの運動が未発

達だったり、公契約関連の業界団体の反対に遭う

などで、条例の制定に至らなかった自治体もいく

つか生まれている。

　このように、公契約適正化の運動は全体として

前進しているが、流れを止めようとする動きも強

まっていることを意識しておく必要がある。

　いずれにしても、公契約条例の制定の運動は、

住民運動との連携なくしては前進できない課題と

なっている。

地域を守るには公契約条例が
不可欠

　２013年 3 月２9日、国土交通省は２013年度の公共

工事設計労務単価について、平均15.1％引き上げ

ることを発表した。同時に、建設業団体、公共や

民間の各発注者・受注者に対し、技能労働者につ

　

斎
さ い

藤
と う

 寛
ひ ろ

生
お

全労連常任幹事
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を発表した。 ２年連続で行われたこれほど大幅な

引き上げは、過去にもほとんど例がない（図表

２）。

　国土交通省は、「コスト削減」を掲げ、設計労

務単価を1997年をピークに、15年間引き下げてき

たが、13年度以降は、政府の意向を強く受けて、

政策的な引き上げへの誘導が行われた。

　その背景には、「ダンピング受注の激化が、賃

金の低下や保険未加入を招き、これが原因となっ

て、近年、若年入職者の減少が続いている」「そ

の結果、技能労働者の逼
ひっ

迫
ぱく

が顕在化しつつあり、

入札不調が発生している」とする現状分析があ

り、「労働需給の逼迫傾向は一時的なものではな

く、構造的なもの」「いま、適切な対策を講じな

ければ、近い将来、災害対応やインフラの維持・

更新に支障」「デフレ脱却のためにも、労働者の

所得を増やす必要がある」とする課題の対策とし

て提起された。

　では、この政治的な意図をもった施策が現場労

働者の賃金などに活きているかといえば、首都圏

の全建総連傘下組合の賃金調査では、現場労働者

いて適切な賃金水準を確保するように通知を出し

た。

　続いて、2014年 １ 月30日には、 ２月 １日からの

適用で前年度に続いて平均7.1％引き上げること
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の賃金には反映されて

いないことが明確に

なっている。国の政策

意図が生かされず、元

請や中間業者のピンハ

以下の賃金があったので、下請業者に追加の支払

をして、定められた賃金を支払わせた。

　③下請業者は、報酬下限額以上を支払うに値す

るスキルを持った労働者に絞って送り込んでく

る。条例の目的（品質確保）への良い傾向ではな

いか。

　④型枠大工に報酬下限額のチラシを見せたら

「これぐらいもらっている。こんなにもらえると

ころは初めてだよ」と喜んでいた。

　⑤現場就労者聞き取り調査では、報酬下限額以

下の就労者がいた。

　建設連絡会は、この調査結果を要望書にまとめ

市審議会に提出した。その実態報告が、川崎市と

審議会に変化をもたらした。

　審議会会長が「実際に問題があるとすれば、市

としても取り組むべきだ。周知期間には期限を定

めず時間をかけて丁寧な対応をお願いしたい。実

際に下限額以下の報酬しか受けていない労働者が

いる。結果、品質が確保されないということでは

問題。少なくとも下限額以下の人がいるというこ

とが無いように取り組んでほしい」と発言し、そ

れを受けて「事業者に条例を守らせることも審議

会の役割。条例を担保する観点から可能な限り事

業者にも協力を仰ぐ」ことを確認している。

　この会議を受けた川崎市は、条例の周知のため

のリーフレットとポスターを作成し、対象現場へ

の訪問を実施した。また、一次下請業者への説明

会の開催などの取り組みも広がっている。

　建設連絡会も、市建設業協会と懇談し、公契約

条例と入札問題や社会保険未加入問題について意

ネに回った可能性が高い。積算価格と発注金額が

上がっていながら、それが現場労働者には回って

いないことは「消えた税金」として、社会問題化

する必要があるだろう。

　一方で、公契約条例が制定されている自治体で

は、賃金下限額（図表 ３）を設定した効果がはっ

きり出ている。建設産業の構造的な衰退に歯止め

をかけ、若年労働者の入職を促進して、地域のイ

ンフラを守り、安心・安全な自治体をつくるに

は、公契約で働く労働者が安心して生活できる賃

金と労働条件の確保が不可欠となっている。元請

のピンハネの増大や中間業者の「中抜き」を止め

るためにも、公契約法・条例の制定は避けて通れ

ないところに来ている。

変化を生んだ川崎市の取り組み

　2011年 ４ 月から公契約条例を施行した川崎市で

は、公共工事現場で確実に変化が生まれている。

　川崎市の作業報酬下限額は、公共工事では、設

計労務単価の90％、業務委託は時給907円に定め

ている。全建総連傘下の12組合・支部で構成する

「川崎市公契約条例建設連絡会」（以下、建設連絡

会とする）は、2012年 ３ 月から分担して公契約条

例対象現場の労働実態の聞き取り調査を行った。

そのなかで、以下の実態や声が寄せられた。

　①ダンプの見積もりが報酬下限額以下だったの

で、下限額以上で再見積りするように指導した。

　②下請けから提出された賃金台帳に報酬下限額



14 Gekkan ZENROREN 2014.9

見交換し、定期的な懇談会を設けることで一致し

ている。この取り組みは、将来的には地域労働協

約も視野に入れたものとなっている。

　そうした取り組みにもかかわらず、ポスター掲

示もリーフレット配布も行わないとしたゼネコン

もあった。その理由は「ポスターを貼ると火事の

原因になる。リーフレットは、ペーパーレス化の

ため配布しないというのが社の方針」というもの

だった。市契約課、ゼネコンと建設労働側審議員

との三者懇談では、市から「どうしてもお聞き入

れ下さらないのなら、次の方策を打たざるを得な

い」と強く言われて、ゼネコン担当社員の顔色が

変わり、対応することを約束させた。

公契約条例の具体的な効果

　千葉県野田市では、2010年の施行後、清掃 ４件

の入札に14業者が参加。監督官以外の作業員の時

給は各社すべて830円（当時）で、結局、総額が

一番安い業者が落札した。その業者は、取材に対

して「賃金を上げる分に合わせて見積りを出し

た。企業努力が試されていると思う」と語ってい

る。

　落札できなかった業者は「低賃金の厳しい業界

に一石を投じた。これからは安かろう、悪かろ

う、は通用しない。次回頑張る」と話している。

　清掃に従事する労働者は、時給で100円上がり、

「やっと自分の仕事が認められた気がした」「たま

に豪華なお弁当が食べられようになった」と喜び

を話している。

　さらに、13年 ４ 月から公共工事設計労務単価が

全国平均で15.1％引き上げられた。野田市では条

例適用の公共工事の賃金下限設定を80％から85％

に引き上げて運用している。

　市文化ホールの改修工事現場の労働者は「従来

よりも15％高い賃金（月額 ５～ ６万円アップ）を

もらった」と語った。元請の事業主は「赤字覚悟

の格安で参入してくる乱暴な業者が参入できなく

なったことはいいことだ」と公契約条例を評価し

ている。

　東京都多摩市の公契約制度検討委員会では、あ

る事業者代表が「経営者は、 １時間当たり1000円

で受注した仕事については、それに見合う能力の

ある労働者を配置する。同様に賃金に応じた能力

の労働者を配置するのは経営者としては当たり前

のことだ。賃金の高い仕事を受注したのに、労働

者の配置を誤り、提供する労働者の質が低いと金

額の高い良い仕事を受注し続けるのは難しくな

る。また、能力に応じた賃金設定をしなければ、

採算が取れなかったり、有能な社員が退職する危

険が生じる」と述べている。

　さらに、多摩市が実施した受注業者への公契約

条例実施 １ 年目のアンケート調査では、「公契約

条例によって事務負担が増えた」という意見は一

件もなく、同様の苦情があるものと予想していた

市当局は拍子抜けしたという報告もある。

　足立区では、 ２次や ３次以下の下請に、東京と

比べて賃金の安い茨城や千葉の業者を使う傾向が

ある。しかし公契約条例を制定したことで、現場

の労働者に下限額以上の賃金を支払わなければな

らなくなったため、遠くの業者を使うと交通費等

がコストアップしてしまう。「同じ賃金を支払う

なら地元業者の方が、経費が安くて効率的」とい

う意見が広がっている。

公契約条例に必要な要件

　公契約条例を構成する要素として必要なものを



15Gekkan ZENROREN 2014.9

特
　
集

公
契
約
適
正
化
の
チ
ャ
ン
ス

揚げておきたい。すべてを網羅できれば最善だ

が、基本的な規制を外してしまうと、実効性の確

保ができなくなるので、条例案が出た段階で案文

の精査が必要になる。

　①目的……サービスの質の確保・向上、業界の

健全育成、地域全体の雇用・賃金・労働条件の確

保。

　②適用範囲……市長部局、教育委員会、公営企

業等のすべて。工事、委託、指定管理、物品納

入。

　③対象者……労働者（労基法 ９条）、一人親方、

個人事業者、シルバー登録者、物品納入業者。

　④規制事項……賃金、労働条件、物品納入金

額、良質の行政サービスの確保、法令遵守、継続

雇用（努力）義務、地元企業育成、労働者保護な

ど。

　⑤履行確保……周知義務、通報者保護、立ち入

り調査権・応諾義務、不履行に対する罰則。

　⑥運営体制……公労使の三者構成による賃金決

定システム。

　以上の ６項について、条例案で具体的に言及・

規制が明記されていることが必要になる。

公契約条例制定へのプロセス

　草の根からの運動として公契約条例制定をめざ

すには、様々なプロセスを積み上げていく必要が

ある。運動の最初の設定は、「公契約適正化の運

動は、始まったばかりで、運動する側にはまだ浸

透していない」という認識から始める。

　①公契約条例の制定に向けた運動は、まず、公

契約課題での学習会からスタートし、公契約適正

化運動の全体像をイメージ化する。

　②全労連の自治体アンケートなどをベースに質

問項目を作成し、それをすべての自治体に送付し

て回答を集める。その結果を一覧表にまとめ、自

治体キャラバンを実施する。

　③自治労連や地方議員の協力を受けて、回収し

た自治体アンケートの結果を精査し、公務労働の

現場で起きていること、利用者の立場から気づい

た問題点を明らかにする。

　④同時に、公共工事、公務非正規、委託、指定

管理者など、公務公共サービスに従事する労働者

の実態を聞き取る。すでに大阪、京都、北海道、

神奈川などで大規模なアンケートが実施されてい

る。

　⑤自治体キャラバンを実施し、公契約の労働者

の実態を告発し、全国の先進的な事例を紹介す

る。同時に、公契約条例の効果、実施自治体の報

告、制度のポイント、国や地元企業の意見や動

向、国などの動きも行政にしっかりと伝える。

　⑥業界との懇談は、業界側の考えを聞き、業界

にもメリットになることをしっかりと伝える。事

前に地域の建設業者や、市内の非正規労働者の賃

金相場などの情報も集めておく。

　⑦自治体に公契約条例の制定を求め、国に公契

約法制定の意見書を出すように求める。

　⑧地域に「公契約条例をすすめる会（仮称）」

などを立ち上げ、各単産、地域組織、民商などか

ら担当者を出してもらう。

　⑨自治体キャラバンなどで「公契約条例を検討

している」「必要だと考えている」などの回答し

た自治体を「要求実現重点自治体」として、公契

約条例制定に向けた積極的な運動を組み立てる。

　⑩運動の進捗を見ながら、業界団体、市民団体

への訪問・懇談を行い、問題意識の共有を広げて

いく。その際は、「地元企業・中小企業育成」「地

域循環型経済の構築」などを柱にすすめる。

　⑪各地域の取り組みを把握し、公契約で起きて
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いる問題事例とその解決のための公契約条例制定

の意義、運動の方向を確認し合うシンポジウムを

開催する。そこでは、他の潮流の労働組合、業界

団体、超党派の各級議員との共同もめざす。

　⑫自治体に、公契約条例制定に向けた「第三者

機関」「検討会議」の創設を求め、議会に対して

は、国及び自治体に向けた意見書採択の取り組み

をすすめる。

　⑬首長選挙がある場合は、質問状などで「公契

約条例制定の意思があるかどうか」を聞き、制定

を公約させる。公約したら、首長懇談、関係部局

長との懇談、議員との懇談などをすすめ、提案・

採択に向けて大きな仕掛けをつくりながら、運動

化していく。なお、その間も実態調査活動、自治

体キャラバン、業界との懇談は継続していく。

　全体の流れは、フローチャート（図表 ４）を参

照。

公契約条例制定 
へのアプローチ

　11自治体で制定された公契約

条例ができるまでの流れをまと

めると、大きく ３つに区分され

る。

首長のトップダウン型⑴

◆��千葉県野田市（2009年 ９ 月可

決／ 10年 ２ 月施行）………

市長が積極的に推進。庁内に

検討部局を設置し、市長提案

で議会に提出。全会一致で可

決。それまでは、労働組合か

らの条例制定を求める議会請
願は、否決を続けていた。

◆�神奈川県川崎市（2010年12月可決／ 11年 ４ 月

施行）………市長選の公約で掲げる。「市契約

条例の一部改正」として、公契約条例の要素を

盛り込む。全会一致で可決。地域労連、地域連

合が請願を繰り返している。

◆�東京都多摩市（2011年12月可決／ 12年 ４ 月施

行）………市長選挙での公約に盛り込まれる。

全会一致で可決した。

◆�神奈川県相模原市（2011年12月可決／ 12年 ４

月施行）………市長選挙での公約に盛り込まれ

る。労働報酬審議委員を地域労連から任命し

た。

◆�東京都渋谷区（2012年 ６ 月可決／ 13年 １ 月施

行）………区長の強いリーダーシップで成立。

土建・民商からの要請あり。みんなの党が反対

した。公共工事だけの適用で、委託・指定管理
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公契約条例制定 
へのアプローチ

　11自治体で制定された公契約

条例ができるまでの流れをまと

めると、大きく ３つに区分され

る。

首長のトップダウン型

◆��千葉県野田市（2009年 ９ 月可

決／ 10年 ２ 月施行）………

市長が積極的に推進。庁内に

検討部局を設置し、市長提案

で議会に提出。全会一致で可

決。それまでは、労働組合か

らの条例制定を求める議会請

や物品調達は適用外になっている。

◆�札幌市（2012年12月提案／ 14年 ３ 月議会で否

決）………市長提案として議会に提出。市建設

業協会、市ビルメン協会が強硬に反対。自民党

と公明党がその反対意見に同調し否決される。

◆�神奈川県厚木市（2013年12月可決／ 14年 ４ 月

施行）………市長選の公約に「公契約条例の任

期内実施」を公言。当選後、市として「公契約

条例検討協議会」を設置し、条例案を作成。賛

成多数で可決した。

◆�兵庫県三木市（2014年 ３ 月可決／ 14年 ７ 月施

行）……… 2年前から学識者・労使による「条

例作成審議会」で議論を重ね、議会に提出。全

会一致で可決した。

◆�東京都千代田区（2014年 ３ 月可決／ 14年10月

施行）………反対意見が多発するなかでも、区

長のトップダウンで議会に提案し全会一致で可

決。区労連、区労協、地域連合などが要請を繰

り返す。

…�……いずれの自治体でも、首長選挙の際、選挙

公約に盛り込ませる取り組みがカギとなってい

る。対立候補が公約すると、同調して両候補が

公約に掲げるようになる。トップダウンからの

条例制定を視野に入れるのであれば、公開質問

状などで全候補者に申入れを強める必要がある

だろう。

運動を積み重ねて⑵

◆�兵庫県尼崎市（2008年12月上程／ 09年 ５ 月否

決）………公契約をめぐる様々な問題の解決を

めざす立場から、超党派の議連がつくられ、そ

こを母体として公契約条例案を議会に提案し

た。しかし、行政当局の強い反発があり、採決

時に公明党が退席したことなどの影響で否決さ

れる。しかし、反対派の公契約条例をめぐる論

点が明らかになった。

◆�東京都国分寺市（2012年 ６ 月可決／ 13年 ４ 月

施行）………清掃業者の撤退などの問題を受け

て、労働組合と市側で「公契約条例の検討」を

確認。それに基づいて行政と住民参加で検討会

が重ねられ、市をあげた運動となった。議会提

案後は、全会一致で可決した。

◆�東京都足立区（2013年 ９ 月可決／ 14年 4 月施

行）………地域連合、東京土建、区労連などの

宣伝行動、要請行動、シンポジウム、現場調査

などを積み重ね、条例制定に結びつけた。トッ

プダウンの要素も少なくない。

◆�東京都世田谷区（議会審議なし）………行政と

超党派の議連・市民が繰り返し検討会や学習会

を開催。庁内の検討委員会の議論も深められた

が、まとめの段階で区が民間業者に委託し、真

逆の結論が答申される。

運動と行政の連携で⑶

◆�福岡県直方市（2013年12月可決／ 14年 ４ 月施

行）………自治労、自治労連の双方から条例制

定の要求を積み上げ、キャラバンなどと通じて

行政担当者を動かし、市長による議案提案に結

びつけた。報酬審議委員に地域労連議長が任命

される。

◆�東京都新宿区（2010年 ３ 月公布／ ７月実施）…

……公共サービス基本法に基づき、市の担当者

が「要綱に基づく指針」として、賃金の下限額

を定めながら、ⅰ）労働環境チェックシート提

出、ⅱ）内容に疑義ある場合の聞取り調査、

ⅲ）不適切事例の改善指導と報告書の提出、

ⅳ）報告書未提出、改善指導に従わない、虚偽

報告への罰則として、指名停止、契約解除など
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を定めている。

　�　同様の「指針」は、佐賀県佐賀市（2013年 ６

月施行）、埼玉県富士見市（2014年 ３ 月施行）

と広がっている。佐賀市では、指針の条例化を

目標に置いて、実績を積み上げる取り組みを進

めている。

…�……業界団体との懇談は絶対に欠かせない。札

幌市のように建設業協会やビルメン協会のトッ

プが反対すると、それに引きずられる政党が出

てきて、基本条例化を要求したり、反対を主張

するようになる。住民・業界・労働者が力を合

わせられるようにする努力は必須だ。

　�　また、業界と懇意になっておけば、「公共工

事は制限価格でいつも横並びになり、抽選で決

めている」「特定の企業が大きな仕事を根こそ

ぎ持って行ってしまう」「指定管理者の労働者

は、ほとんど最賃に張り付いている」など公契

約をめぐるその地域独特の情報が入手できるよ

うになる。そうなれば、地域の実態に即した公

契約適正化の運動を組み立てられるようにな

る。

条例を制定してから必要な運動

　公契約条例を実施している自治体では、以下の

ような共通課題が新たに生まれてくる。条例制定

を公契約適正化運動の最終目的としてしまうと、

公契約条例を悪用して、「賃金の下支えはできた

から、可能な限り民間委託する」などという危険

も出てくる。そうさせないためにも、運動をさら

に強めていくことが求められる。

①現場訪問・聞き取り調査

　審議会に現場実態を持ち込むことで、条例が生

きる審議会にしていく。報酬下限額を決めるだけ

の審議会にしない。

②下請業者・労働者への周知方法の具体化、受注

者説明会の開催

　条例の実効性を担保するために、外してはなら

ない取り組みである。

③現場調査・聞き取り調査を公認にする

　多摩市では市が発注者の権限で、受注者に説明

会開催と現場聞き取り調査の同意を取り付けて、

調査活動を労働組合が実施している。労働組合を

「第三者」として認めさせ、公契約条例が適用で

きているかどうか調査できるように行政に認めさ

せ、条例違反をなくす運動の先頭に立っていく。

④地元業界との関係強化、共通課題での共同

　入札改善（ダンピング防止、最低制限価格の引

き上げ、追加工事・変更工事の扱い）、社会保険

未加入者対策に取り組む。

⑤条例適用現場から現場従事者の運動に

　現場労働者に公契約条例を周知し、その存在を

意識して働けるように取り組みを強める。

⑥地元の組合・支部などとの協議会の結成、統一

した運動の組織と対策会議の開催

　公契約条例をさらに充実したものにするための

継続した運動体を幅広く築いていく。

適正化運動と組織化の結合を

　公契約適正化の運動をすすめると、公務非正規

やアウトソーシングの労働者の実態が悪化し、貧

困化がすすんでいること、労働基準すら守られて

いないこと、福利厚生の最低の水準の低さなど、

官製ワーキングプアの広がりに愕
がく

然
ぜん

とする。

　実は、そこには非正規労働者を組織化する大き

な要求が存在していることを認識する必要があ

る。
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　岐阜県では、市の非正規労働者の交通費が、

「正規職員の半額」となっていることに端を発し

て、自治労連の分会が組織されている。そこは団

体交渉を重ねて、正規と同じ交通費を勝ち取って

いる。

　清掃労働者の組織も、北海道や埼玉などで具体

的な取り組みが始まっている。

　自治体で働く非正規労働者は、約80万人いると

言われる。しかし、その組織率は ５ ％に満たな

い。指定管理者施設は全国で ７～ 8000施設あり、

そこに働く労働者は数十万人になると言われる。

合計すれば、100万人を超える（図表 ５～ ６）。そ

してその圧倒的多数が未組織であり、ダンピング

受注や重層下請の影響で、極めて低い労働条件で

働かされている。

　社会保険の適用を逃れようとする事業主からコ

マ切れの短時間労働が押し付けられる、「業務請

負契約」と称して労働法制の適用が回避される契

約を結ばされる、時間外賃金を払わない、労災隠

しが横行する、非正規ということで「期間満了・

雇止め」をちらつかせて労働者の要求を封じ込め

るなど、違法・脱法的な労働者管理が蔓
まん

延
えん

してい

る。

　地域からダンピング受注をなくし、悪質な企業

が参入できないシステムをつくっていくことで、

労働者の安定した雇用と労働条件を保障すること

で公共サービスの質を確保することが公契約適正

化運動の目標である。

　住民と業者と労働者が力を合わせて、生活でき

る、働き続けられる地域づくりをすすめるために

も、労働者の組織化と轍を一つにした運動にする

ことが求められている。

詰将棋の解答と解説
解答　 ３五角 ２二玉 ３四桂△同歩 ３三銀成 同玉

３二金打ちまで７手詰。

解説　初手 ２五桂は ２四玉 ３五角 ２五玉で駒不足
です。正解は ３五角でこれが限定打です。 ２四合
駒は １二金打ですので ２二玉ですが、そこで ３
四桂として 同歩に ３三銀成が決め手で 同玉に
３二金打で３五の角が利いていて詰み上がります。

詰碁の解答と解説
正解図　黒先、白死。

解説　黒１、３から５を利か
し７のコスミが攻め筋。白
８に黒９も手筋で白 10 に
黒 11 と取り返して解決で
す。なお、黒３で４は白３
でコウになり失敗です。
　○ 11（10 の一路上）取り

詰碁・詰将棋の解答と解説

返す
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